
資料２ 

山形県におけるＧＩＳシステムの取組み 

 

平成 18 年 7 月 19 日 

山形県農林水産部農村計画課 

 

１． ＧＩＳシステム取組み状況 

① 施設管理台帳ＧＩＳシステム 

・ 基幹水利施設データの一元化を図り、データ検索と施設更新計画を提供する水

土里ネットやまがたが独自に開発したシステム。 

・ 平成 17 年 10 月から運用開始し、17 土地改良区が導入済み。改良区管理面積の

３５％をカバーしている。 

② 農地流動化支援水利用調整システム 

・ 全土連が開発したシステムで、農地・水利施設の情報をＧＩＳで提供する。 

・ 県内２８土地改良区が利用しており、農地面積比で６５％をカバーしている。 

③ 農村振興地理情報システム 

・ 平成 16 年度に山形県が水土里ネットやまがたに委託して作ったシステム。 

（システムのベースは日本水土総合研究所が開発した「Nnplan」） 

・ 基本図は１／25,000 で行政界や土地改良区管理区域、県営の基盤整備状況及び

基幹的水利施設のデータまで整備済み。 

 

２． 水土里情報利活用促進事業への取組み 

    農地地図情報を農業・農村に係る各種施策の推進に欠かせない情報であり、県では

水土里ネットやまがたの協力を得ながら整備してきた。 

平成 18 年度新規事業として創設された水土里情報利活用促進事業に取り組み、これ

まで蓄積した農地地図情報等の一元管理・利活用を図るとともに、県内全域の農地面

積約１２万ｈａについて「農業・農村基盤図」を整備することにしている。 

事業主体：山形県土地改良事業団体連合会 

事業期間：平成 18～20 年度（3ヵ年） 

総事業費：308 百万円（H18 150 百万円、H19 82 百万円、H20 76 百万円） 

 

３． 水土里情報利活用促進協議会の設置について 

・ 平成 18 年 3 月 27 日に県協議会を設置済み。 

・ 地域協議会の早期設置に向けて、県内４総合支庁毎に市町村・土地改良区・農

業関係団体との協議を行っている。 

 

４． 水土里情報推進上の課題 

・ 個人情報となる所有者・耕作者情報等の属性データを関係団体で共有する場合

の対応。 

・ 補助事業完了後のデータの更新費用並びに水土里情報センター（県土地連）の

維持管理費用の負担。 



水土里情報利活用体制のイメージ 
 

 
農協・共済 

・営農技術指導 
・経営指導 
・担い手育成支援 
・集落営農支援 
・農業共済事務 

 
土地改良区 

・土地改良施設維持管理 
・賦課金事務 
・水利用計画 
・水利権管理 
・土地改良施設財産管理 

農林水産省農村振興局 

 
担い手支援地域センター 
 ・担い手支援 
 ・集落営農支援 
 ・新規参入支援 
農業振興課 
 ・生産調整指導 
 ・直接支払い指導 
 ・共済事務指導 
 ・農地利用調整事務指導 
農業技術普及課 
 ・栽培技術指導 
 ・経営改善指導 
 ・エコ農業推進 
農村計画課 農村整備課 
 ・土地改良区指導 
 ・水利施設維持管理 
 ・資源保全施策指導 
 ・農業農村整備調査計画 
 ・水利権保全指導 
 ・農地集積活動支援 
 ・水田畑地化対策支援 

各総合支庁 

 

農業総合研究ンター 

 
・担い手育成支援 
・集落営農支援 
・生産調整 
・農地調整 
・中山間直接支払い 
・農業振興計画管理 
・災害復旧業務 

市町村（農業委員会） 

 

【基礎的地図情報】 
・1/2,500 農地情報（所有者、地番、地目、地籍等） 
・1/2,500 地形図 オルソ画像 
・1/25,000 地形図 

【営農情報】 
・作付け作物 
・転作状況 
・栽培履歴 
・共同作業状況 
・耕作放棄地 
・栽培体系 

【農地情報】 
・地番地目地籍 
・所有者、耕作者 
・受委託状況 
・土壌タイプ 
・ほ場排水状況 

【施設情報】 
・用排水路 
・ため池 
・農道 
・揚水機 
・水利権情報 
・事業履歴 

【一般情報】 
・道路マップ 
・集落・字界 
・防災マップ 
・文化財 
・地域資源 
・地下埋設物 

水土里情報センター

日本水土総合研究所 
 

全国水土里ネット 
 

東北農政局整備部・計画部 

 

＜役割(素案)＞ 

①データ整備・管理・利活用方針の協議 
②水土里情報活用方策の検討 
③関係機関の調整・役割分担の協議 
④水土里情報システムの普及 
⑤情報センター運営方法の助言・指導 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域協議会 ＜事務局：土地連＞ 
総合支庁（農業振興課 農業技術普及課  
森林整備課 農村計画課 農村整備課）  

市町村 農協 共済組合 改良区 

県協議会 ＜事務局：土地連＞ 
 農政企画課（地域営農推進室） 
農業技術課（エコ農業推進室） 
生産流通課 森林課 農村計画課 

 
【水土里情報活用促進協議会】 

 県庁農林水産部 

 
農政企画課 生産技術課 
経営安定対策課 森林課 
エコ農業推進課 
農村計画課 
 
 ・農業振興計画推進、農

業農村施策の基礎資

料として活用 

 
山形統計情報センター 

・各種統計調査 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



山形県水土里情報利活用促進協議会設置要領 
 
（目的） 
第１条 地域農業の担い手の育成・確保、集落営農の推進、集落機能の維持、強化など山

形県農林水産業振興計画に掲げる各種施策を推進するうえで、農地地図情報は極めて効果

的な手段である。このことから、地図情報活用のルールづくりやシステムの確立などに向

けて関係団体の協力を促進し、農地地図情報の整備と有効活用を図るため、山形県水土里

情報利活用促進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 
 
（協議事項） 
第２条 前条の目的を達成するため、以下の事項について協議を行う。 
（１）農地地図情報データ整備、管理、利活用の基本方針に関すること 
（２）農地地図情報の活用方策に関すること 
（３）関係機関の調整、役割分担に関すること 
（４）農地地図情報システムの普及に関すること 
（５）水土里情報センター運営方法の指導・助言に関すること 
（６）その他、第１条の目的を達成するために必要な事項 
 
（組織） 
第３条 協議会は、県協議会と地域協議会で組織する。 
 
（県協議会） 
第４条 県協議会は、別表１に掲げる機関に所属する職員をもって構成する。 
２ 県協議会に会長を置く。 
３ 会長は農村計画課の職員をもってこれに充てる。 
４ 県協議会の議長は会長をこれに充てる。 
５ 会長に事故あるときは、構成員の互選によって定めた者がその職務を代行する。 
６ 会長は、第２条の協議事項について、必要に応じて第三者から意見を聴き客観性の確

保に努める。 
 
（地域協議会） 
第５条 県内４地域ごとに地域協議会を置く。 
２ 地域協議会は、別表２に掲げる機関及び農地地図情報の活用を希望する団体に所属す

る職員をもって構成する。 
３ 地域協議会に会長を置く。 
４ 会長は構成員の互選によって選出する。 



５ 地域協議会の議長は会長をこれに充てる。 
６ 会長に事故あるときは、構成員の互選によって定めた者がその職務を代行する。 
７ 地域協議会は、各地域の実情に応じて、農地地図情報の整備や利活用を推進する方策

などについて協議を行う。 
８ 地域協議会の細部運用については、各地域協議会で定める。 

 
（事務局） 
第６条 協議会の事務を処理するため事務局を置く。 
２ 事務局は、山形県土地改良事業団体連合会の職員をもってこれに充てる。 

 
附則 

この要領は、平成１８年３月２７日から施行する。 
附則 

この要領は、平成１８年４月７日から施行する。 
 
別表１（県協議会） 
・農林水産部農政企画課 
・農林水産部経営安定対策課 
・農林水産部生産技術課 
・農林水産部エコ農業推進課 
・農林水産部農村計画課 
・農林水産部森林課 

 
別表２（地域協議会） 
・総合支庁農業振興課 
・総合支庁農業技術普及課 
・総合支庁農村計画課 
・総合支庁農村整備課 
・総合支庁森林整備課 
・市町村 
・農業協同組合 
・農業共済組合 
・土地改良区 

 



1/25,000国土地理院地形図 100％整備済

1/5,000市町村管内図

1/2,500市町村管内図

画像・地形図

農業用水利施設

1/2,500デジタルオルソー地形図

基幹水利施設

末端水利施設

農地筆区画図

農地関連情報

整備済
土壌タイプ図、土地利用図、水利権マッ
プ用排水系統図、農道マップ、所有・耕
作者情報図、防災マップ、地下埋設図等

整備済　　　65,000ｈａ
農地情報
 未整備
 4,700ha

農地・区画
情報未整備
 　6,300ha

ほ場整備
 未整備
 44,000ha

未整備
120,000ha

整備済
300ヶ所

未整備
2,000ヶ所

整備済
1,500ｋｍ2

未整備
7,800km2

整備済
380km2

未整備
8,920km2

（調査中）

　9,300km2

山形県水土里情報GIS基本データ整備状況
基本データ整備状況

　120,000ha（整備対象面積）

整備済　　65,000ｈａ

県界、市町村界、集落界
土地改良区界、基盤整備図

整備中

基幹水利施設 未整備
55,000ha

●山形県水土里情報ＧＩＳ基本データ整備状況







023-647-5 023-647-5387 023-647-5391387 023-647-5391

���������	
��

     ��� ����� ����� 
990-2473 ��������7�48 �  023-647-5387

Fax 023-647-5391

	
�����������

��������� !"#$

%&%'()�*+

12



121,600ha

���������

	
�	���

	������

	
������

������

�1/2,500�25,000���

��� !"#$%

&'������

���������

()*+,-.

/�0�12345

	
56�	
789

:;��12�	
<=5

>�?@��	
ABCD9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

%���EF

GHIJ


